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平成23年12月期第２四半期報告書の提出遅延及び当社株式の監理銘柄（確認中）指定 
の見込みに関するお知らせ 

 
 
 
当社は、平成 23 年 12 月期第２四半期報告書について、以下のとおり、金融商品取引法第 24 条の４

の７第1項に定める提出期限である平成23年8月15日までに提出できる見込みがありませんので、お

知らせいたします。 
 

記 
 
１． 第２四半期報告書の提出遅延理由 
 当社は、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド（以下「グランデ」という。）及び同社グルー

プの支援を受け経営再建を目指しておりましたが、平成23年6月1日付「当社の親会社等に係る暫定

清算人の任命に関するお知らせ」及び同年6月29日付「債権の取立不能又は取立遅延及び特別損失の計

上並びに業績予想の修正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、香港高等裁判所により

グランデの暫定清算人が任命され、同社は事実上の倒産に至ったものと当社は判断いたしました。 
これにより、今後のグランデによる当社への資金面での支援が困難な状況となり、当社の運転資金調

達に支障が生じた結果、平成23年6月末日及び同年7月末日時点において、支払遅延債務が発生いた

しました。 
当社においては、今後の経営方針及び経営戦略等について早急に見直す必要が生じており、また、新

たな資金調達ルートの確保のため、外部金融機関等との交渉を開始しておりますが、これらの対応等に

ついては現時点において未了であり、実現可能な経営計画等の策定が完了しておりません。 
このため、実現可能な経営計画等について会計監査人への提示に至っておらず、会計監査人による四

半期レビュー手続きが終了していないため、金融商品取引法第193条の2第1項の規程に基づくレビュ

ー報告書を受領することができておりません。このため、金融商品取引法第 24 条の４の７第 1 項に定

める提出期限である平成23年8月15日までに第2四半期報告書を提出できない見込みとなりました。 
 
２．監理銘柄（確認中）への指定見込みについて 

東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第605条第1項第13号aにより、金融商品取引法に定

める提出期限までに四半期報告書を提出できる見込みのない旨を開示した場合は、当該銘柄を監理銘柄

（確認中）に指定することとされております。これにより、当社株式は東京証券取引所より、投資家の

皆様の注意を喚起するため、本日から監理銘柄（確認中）に指定される見込みであります。 
 

３．今後の見通し 
当社の平成 23 年 12 月期第２四半期報告書については、平成 23 年 9 月 14 日までに提出をする予定

でおり、具体的な目処がつき次第、速やかに開示する所存であります。 
 
株主、投資家および取引先の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけする

結果となり、深くお詫び申し上げます。 
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